
契約締結前の公表について 
 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定による随意契約について、岡山 

県財務規則第１４９条第２項第２号の規定により、次のとおり公表する。 
 

 令和８年３月１２日 

 
１ 委託業務の名称及び数量 
  令和８年度備中県民局井笠地域事務所庁舎等清掃業務 

  ・建物外部（庁舎廻り・屋上）清掃面積     ９，５０５．４７㎡ 
                     

  ・建物内部（床）清掃面積           ２，７７４．７１㎡ 
                     

  ・敷地廻り 
                   
２ 契約条項を示す場所 

  岡山県備中県民局地域政策部井笠地域総務課 
 
３ 契約の相手方の選定基準 
 （１）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に掲げる「母子及び父子並びに 

寡婦福祉法第６条第６項に規定する母子・父子福祉団体、若しくはこれに準ずる 

者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者 

であって、当該業務に使用される者が主として母子家庭の母及び父子家庭の父並 

びに寡婦であること。 

 （２）業務遂行に必要な条件、人員、信用、設備及び実績等を有し、適切な業務の遂 

行が期待できること。 

 （３）その他詳細については、業務委託仕様書等による。 
 
４ 業務委託仕様書等の交付 

  ８の場所において直接受け取ること。 
 
５ 契約の相手方の決定方法 

  ３の基準を満たし、かつ期限までに有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の 

範囲内で最低価格の見積書を提示した者を契約の相手方とする。 
 
６ 見積書の提出期限等 
 （１）提 出 先 岡山県備中県民局地域政策部井笠地域総務課 
 （２）提出期限 令和８年３月２３日（月）午後５時必着 

 （３）提出方法 郵送又は持参 
 
７ その他 

  当該業務委託に係る予算が令和８年２月定例県議会において議決されることが契約

締結等の条件である。 
 
８ 問い合わせ先 

  業務委託仕様書の交付等については、次の契約担当課までお問い合わせください。 

 
   〒７１４－８５０２ 

    岡山県笠岡市六番町２－５ 

    岡山県備中県民局地域政策部井笠地域総務課 

    電話：０８６５－６９－１６１１ 

 


